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○午前１０時２分開会 

○裏山議長 おはようございます。 

定刻となりましたので、ただいまから堺市議会議員研修会を開会いたします。 

本日の研修会の進行は、私、議長が務めさせていただきますので、よろしくお願いします。 

本日は、お忙しいところ、堺市議会議員研修会に出席いただきましてありがとうございま

す。 

本日はウェブカメラの関係もあり、着座にて進行させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

さて本市議会は、御承知のように、議会基本条例第１８条「議会は、議員の政策形成及び

政策立案の能力向上を図るため、議員研修の充実に努めるものとする」と規定されておりま

すとおり、毎年議員研修会を実施しています。 

今回の研修は、２部構成で実施をいたします。 

まず第１部として、「これからの議会・議員のあり方について～広報・広聴、市民参画の

視点から～」をテーマに、オンライン形式で実施し、休憩を挟んだ後、第２部として、政治

分野におけるハラスメント防止のための取組として、内閣府男女共同参画局が作成した動画

を視聴いただきます。 

昨今の新型コロナウイルス感染下では、従来のような対面による市民の声を直接お聞きす

る広聴活動や、議員の活動内容を発信する広報活動が非常に難しい状況となっております。 

このような状況の中、議会・議員の広報・広聴活動の在り方、また、市民の声を直接お聞

きするための大事な視点である市民参画の在り方について考えていく必要があります。 

そこで、これからの議会・議員の在り方について、特に広報・広聴、また市民参画の視点

から最新の知見を基に御講演いただくため、東京大学大学院法学政治学研究科教授、金井利

之先生に御講演をお願いいたしましたところ、御多忙にもかかわらず、御快諾をいただきま

した。まずもって心から御礼申し上げます。ありがとうございます。 

つきましては、最後まで御傾聴いただき、この議員研修会が有意義なものとなりますよう

お願いを申し上げまして、簡単ではございますが、開会の挨拶とさせていただきます。 

続きまして、本日の研修会の講師であります、金井利之先生を御紹介いたします。 

先生は、東京大学法学部卒業後、東京大学法学部助手、東京都立大学法学部助教授、オラ

ンダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員、東京大学大学院法学政治学研究科助教授を経

て、平成１８年から現職として御活躍をされておられます。 

また、自治体学会理事長、自治創造学会理事、全国都道府県議会議長会が設置をしました

都道府県議会制度研究会委員などを歴任されています。 

なお、本日の研修会でお配りしています研修資料につきましては、著作権法に基づき、複

製、転載、配布等を行わないでください。 
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また、スクリーンに投影する資料について、カメラ等による撮影は御遠慮くださいますよ

うよろしくお願いいたします。 

それでは、金井利之先生、よろしくお願いをいたします。



5 

「これからの議会・議員のあり方について 

～広報・広聴、市民参画の視点から～」 

 

                     講師 東京大学大学院法学政治学研究科教授  

金 井 利 之 

 

皆さん、おはようございます。ただいま御紹介いただきました東京大学の金井でございま

す。本日は、堺市議会の議員研修会にお呼びいただきまして、誠にありがとうございます。 

当初、お話を受けたときには、オンライン方式ではなくて、現地堺市にお邪魔するのかな

と勝手に早合点していたわけでありまして、堺市役所の知り合いなんかも、前日から堺に入

っているから、夜、会おうなどというような話もしていたのですが、完全に私の誤解であり

ました。最初からオンラインだったという話だったので、少し残念なところはありますが、

こういう御時世ということもありまして、オンライン研修会になったのではないかなという

ふうに思っています。 

第８波というようなことも言われておりますので、このコロナの話は一体いつになったら

終わるのかという気もしますけれども、他方で海外旅行客も増えた観光とか、ビジネスの移

動というのは、かなり戻っておりますので、特段移動を制限しているという雰囲気もないか

なというふうに思っております。 

先ほど、議長から御紹介がありましたが、この８月まで自治体学会の理事長というのをし

ていたのですけれども、２０１９年の８月には、自治体学会の大会を実は堺市も地元主催団

体として開催して、そのときに堺にはお邪魔していたということがあります。 

自治体学会に全国の議員の方も参加されているわけでありますが、別に堺で開いたからと

いって、堺市の議会の会員が増えるというふうに、簡単にはいかないわけでありますが、そ

のような３年前のことを思い出しております。 

実は、２０１９年に自治体学会の現地堺大会を開けたのですが、２０２０年８月と２１年

８月は、御多分に漏れず、コロナでそういうような大会が開催できないということになって

しまいました。実は、今年、２０２２年８月は、熊本でぜひやろうというふうに思っていた

わけでありますが、これも直前になって大会が開けませんでした。第７波ということになり

ますので結局、オンライン大会をこの３年間続けているということになってしまったわけで

あります。その意味では、堺市で行った大会は、今のところ、最後の大会になっているとい

うことで、来年はどうなることやらというふうに思っているところであります。そんなこと

で、堺の大会というのは大変思い出深いものがあったということになります。 

そのような堺市議会からお話をいただきましたということで、大変うれしく思って、お話

をさせていただければなというふうに思っております。 
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事務局からいただいたテーマは、特に広報・広聴や市民参画の視点からというところに焦

点を当てて話してほしいということでありました。この広報・広聴、市民参画、ある意味で、

当然ではないかというふうに思うわけでありますが、なかなかうまく進まないという要因も

あります。 

多くの場合、技術論、ｈｏｗ ｔｏで、どういうふうにやったらできるのかということが

問われるわけであります。しかし、ただその前提として、広報・広聴や市民参画に関する考

え方といいますか、構えというものも大事です。基盤といいますか、具体的な技術論をやる

前提としての問題がかなりあります。そこがなかなか解消されていないというところが、広

報・広聴や市民参画を行う場合の大変大きなブレーキ要因になっているということもありま

すので、その点も含めながらお話をしてみたいというふうに思っております。 

最近の世の中では、オンライン方式ですと、画面共有という機能を使って、後ろに資料を

投影するということが多いですし、オンラインでなくても、パワーポイントの資料を投影す

るということも多いです。けれども、投影すると、会場を暗くしなくてはいけないというこ

ともあるのと、メモが取りにくいということもありますので、私はあまり投影するのはよい

ことではないのでは、というふうに思っています。 

これはいろいろ考え方があります。テレビや映画と同じように、あるいはビデオのように

画像で見たほうが印象に残るというのは、それはそれで、その一方でもっともだなと思いな

がらも、同時に、聞いたことをメモに取るということも大事かなと思っておりますので、私

はあまり投影するということをしないのです。このままお手元の資料を見ながら、適宜メモ

を取りながら聞いていただければなというふうに思っております。 

まず、最初の１枚目は、自治体議会不信ということで、これは昨今の自治体議会を覆って

いる最も重いといいますか、どんよりとした話ということになります。 

最初の（１）の「地方議会」と「自治体議会」というのは、１つの心構えなのですけれど

も、一般に総務省の資料とか、あるいは有識者の資料などでは、地方議会という用語が使わ

れることが多いのですけれども、私自身は、地方議会という言葉は基本的に使わないという

ことにしています。これなぜかといいますと、ここに構えというのが表れていると思いまし

て、地方というのは、どこから見た言葉遣いなのかと言えば、当然、中央から見た言葉遣い

ということになります。中央というのは一体どこなのかということになりますと、普通は霞

が関や永田町ということになります。国と言われているものですね。国を視点に見ますと、

地方議会というのが全国に散らばっているという、こういうようなイメージになるわけです。 

これは、要するに地域社会や市民を出発点に捉えないという、こういうスタンスを明らか

にしているということになります。例えば、国の有識者会議で、地方議会の在り方を考える

などというふうに議論をする場合には、幾ら市民参画などというような言葉を言っても、そ

れはあくまでも中央から見た話、国の政治家や国の官僚にとっての市民という、そういう存
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在でありまして、地域社会、堺市なら堺市の地域社会の市民や市民から見た見方ではないと

いうことになります。 

別に国から見てはいけないと言っているわけではないのですけれども、少なくとも自治体

の職員や自治体の議員や自治体の首長が、国からの目線で見る必要はないです。もっと直言

すれば、見るべきではないということになります。なので、私は地方議会という言葉は、基

本的には使わないということになります。 

もちろん全国市議会議長会のように、全国の市議会あるいは全国市長会あるいは政令指定

都市市長会のように、全国に散らばっている団体が集まって、業界団体というふうに呼べば

いいのでしょうかね、産業別業界団体のような形で、国に意見を言ったりする場はある。国

と地方の協議の場というのは、そういうものの代表でありますが、地方制度調査会などのよ

うな場合にも、市議会議長会の、言わば代弁者を送り込むということは必要になるわけです

が、それは、あくまでオール自治体として、国に対峙しなければならないから、しようがな

いから、「地方六団体」と名乗っているということです。 

本来ならば、別に地方制度調査会に言わなくたって、まともな制度ができていれば、この

地方六団体には何も言う必要はないのですけれども、残念ながら、国はそういう制度をつく

る保証がないのです。そもそも地方制度と名乗っている自体で、既にもう駄目ですよね。先

ほど言いましたように、国の側から見た国の都合のいい制度というような視点が、どうして

も紛れ込んでしまいますので、自治体としては物を言っていかなくてはならない場面が出て

きます。が、地方六団体として、つまり全国市議会議長会として言ったからといって、直ち

に堺市民に何かいいことがあるのかというと、そういうことは全然ありませんので、したが

って、本来ならばやらなくていい仕事ということになります。 

そういう意味で、地方と名乗るのは、本来必要のない仕事ということになるわけでありま

すね。したがって、今日のテーマの市民参画の視点などというのは、まさに地域から、ある

いは市民から出発する、こういう構えを求めているということで、地方議会という名前は、

少なくとも自分たちで言うことはやめたほうがいい。向こうの人が、あなたたちは地方議会

だというふうに、中央から上から目線で言うことはあるかもしれませんけども、こちら側か

ら下から目線といいますか、上目使いで、地方議会でございますという必要はないと、言う

べきではないと。少なくとも市民の代表として、そういうことを言うべきではないというふ

うに思っております。 

こういうような構えはいいとして、ただ、では、市民を出発にした自治体議会が、市民か

らの信頼を勝ち得ているのかということについては、一般的には大変お寒いといいますか、

不信感が多いというふうに言われています。 

もちろんどの組織が信用できますかなどというようなアンケート調査あるいは世論調査が

どこまで当てになるのかという気もしますので、あまりそういう数値に一喜一憂する必要は
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ないのですけれども、物の考え方として、自治体の議会や議員は市民から信頼されてないと

いうふうに、みんな思い込んでいるということがあります。 

これは結構、デフレスパイラルと一緒で、悪循環構造にあるわけです。昨今はむしろイン

フレスパイラルになっています。一昔前まで、デフレが全て悪いみたいなことを言っていた

人がいたのですけど、いざインフレになったら、それこそ悲惨なことになっています。給料

も上がらないのに、物価ばかり上がっているではないかということで、みんな、インフレに

なったら悲惨なので、デフレスパイラルはそんな悪かったのかという気もしないわけではな

いのですが。余談はさておいてですね、悪いことに、インフレが始まるとインフレが今度止

まらなくなるということで、インフレはインフレで悪いわけです。デフレはデフレで悪い。

要は悪いことが始まってしまうと、そこから抜けられないという、こういう悪循環構造とい

うのがあります。再生産構造という言い方もしますけども、鶏と卵であります。鶏がいると

卵が生まれ、卵から鶏が生まれと、永遠に続いていくというのが、この再生産構造とか悪循

環、循環構造ですが、よい循環ならいいのですけども、しばしば悪い循環になります。 

これは循環なので、どこから出発してもいいのですけれども、議員不信とか議会不信から

出発すると、どういうことになるのかというと、大体、議員が多過ぎるとか、議員報酬が高

過ぎるみたいな話になるわけです。要するに、不信感を持っている人が存在していること自

体が気に入らない。あるいは不信感を持っている人にお金を払うことは気に入らないという

ことになる。要するに、出発点に議会や議員不信があると、とにかくいるだけで不愉快、金

を払うだけで不愉快、こういうことになるわけです。 

したがって、その結果として何が起きるのかというと、定数と報酬を削減するということ

になります。つまり議員というのは、１人でも少ないほうがいいとか、議員は１円でも安い

ほうがいいと、こういうことになるわけです。報酬を下げるという意味でいえば、デフレス

パイラルと同じ論理です。人員を減らすというのは、要するにリストラの論理ということに

なります。 

こうするとどうなるのかというと、いわゆる人工（にんく）計算です。人間の存在感とい

うのは、人数掛ける労働時間というふうに計算するわけです。実働時間というのは、結局何

なのかというと、反対報酬といいますか、結局、幾ら支払っているのかに規定されるという

ことに尽きるわけです。もちろん人間、ただ働きでも長時間働くのではないかとか、働くべ

きではないのかというような精神論はありますが、現実に考えれば、あるいは一部の例外を

除けば、結局のところ、お金がどの程度払われるかということが活動量を決めるというのが、

ごく平均的な人間の行動であるということになります。 

議員が大変神様のようにすばらしい人であれば、１円も払わないでも、市民のために２４

時間３６５日、粉骨砕身働くというふうな、こういうイメージを持つことは可能かもしれま

せんが、そんな議員がほとんどいないということになります。議員が献身的であるべきだと
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いう考え方自体、そもそも議員不信を増幅する考え方なのです。過度に献身的で利己主義の

ない人を期待すると、現実はそんな人は少ないので、それだけで議員不信を招くということ

になります。とにかく普通に考えれば、金額で活動量が決まるということになります。 

それはなぜかといえば、お金が少なければ、ほかにバイトをやらなくてはならないと。本

業が必要になるということになりますし、お金が少なければ、あるいは自分の仕事を手伝っ

てもらう人を雇うこともできないと、あるいは勉強することもできないということです。金

を何に使うのかはともかくとして、金が少なければ別の仕事をしなくてはいけない、あるい

はよっぽど財産のある人しか議員になれないと。そもそも巨額の財産のある人が議員なんか

するはずがないわけでありまして、財産があったら、ほかに使うに決まっているわけであり

ます。財産が多少あって、そういう人しかなれないということになります。ということは、

非常に活動が、多くの場合は限られている。 

今言いましたように、お金持ちしかなれないというのは、これは成り手を減らすという方

向に作用するので、これは（３）のほうにつながります。普通は、議員の金が少なければ、

別に何か食っていくことをしなくてはいけないので、議員活動が減る、あるいはバイトを雇

ったり調査をしたりする元手資金がない、あるいは広報活動を行うという時間と金がないと

いうことになって、議員の活動量というのは、基本的に低下するということになります。 

議員不信が高じて、定数と報酬を減らして、議員活動が減ると、さらにどうなるのかとい

うと、議員の活動は市民からは見えないということになります。これ当たり前でありまして、

活動が減っているのですから、見えるはずがないということになります。 

活動が見えないということは、市民からすれば、何をしているのか分からない。要するに、

何もしてないということになる。何もしてないのに、議員がいてお金をもらっていること自

体がけしからんということになりまして、ますます不信が増幅していくということです。こ

うして、不信から始まると不信に戻るということになります。 

そこで、何かそのような市民にこびて、定数を減らすとか、あるいは議員報酬を減らすと

いうふうにして、身を切る改革をしたら、何か市民から評価されるようになるのかというと、

それが全くならないというところは、この悲劇なわけであります。実際、議員定数を減らし

てはいけないということもないし、議員報酬を減らしたほうがいいという可能性もあるので

すけれども、それによって議員は無駄遣いをやめて、効率的に仕事をするようになってくれ

てよかったというふうに、議員に対する信頼性が増すのであれば、その改革というのは、非

常に意味があるということになるわけです。リストラして、信頼が回復されると。要するに、

人数を減らして、できの悪い議員をなくして、優秀な議員だけにすれば、レベルが上がるの

ではないかと。レベルが上がれば、信用が増えるのではないかというように、プラスに作用

すれば、このリストラには意味があるのです。けれども、残念ながら、定数を減らしたから

といって、議員不信が解消されたという話はほとんどないということで、多くの場合には、
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これが悪循環になっているということになります。 

この悪循環から抜け出すというのは非常に大変なことであります。何をしているのか分か

らないということで、広報・広聴を強めるというのが１つの作戦です。要するに、活動を見

てもらってないからだと。活動していないのではなくて、活動が伝わってないという、こう

いうような側面もあるわけであります。しかし、これは仮に活動が全部伝わったとしても、

そもそも人数と報酬が減って全体の活動量が減っているので、見せるだけでは駄目でしょう。

ただ一定の活動をしているのに、それすら伝わってないで、不信感を増幅しているというの

であれば、やはり市民に知ってもらうということは必要だと。それが今回のテーマなのでは

ないかなというふうに思っています。 

それから、２つ目の昨今の自治体議会を覆っている問題というのは、成り手不足というこ

とになります。ただ、これは、主にいわゆる地方圏です。ここでいう地方というのは、中山

間地とか離島とか過疎地域とか、そういうような意味でありますが、つまり経済的に中央で

ないという意味であります。小規模町村では、特に成り手不足というのが深刻になっていま

す。ただ、この成り手不足というのは、別に議員特有の現象ではありませんで、町内会、自

治会の役員であるとか、民生委員、消防団員とかというところも成り手不足になっています。 

そもそも小規模町村で議員の成り手不足が目に見えやすいのはなぜかというと、単純であ

りまして、市民１人当たりの議員数というのが、小規模団体のほうが多いからです。大規模

な団体、それは政令指定都市が典型で、堺市もそうだと思いますが、大規模な団体というの

は、議員数が人口比で見ると非常に少ないと。小規模町村に比べれば、議員１人当たりの市

民数が多いと。少し言葉で言ったら分かりにくいのですけど、要するに、１人の議員が何人

の市民と対応するのかという、この比率でありますね。学級担任でいえば、４０人学級なの

か、２０人学級なのかの違いと一緒でありまして、例えば、５０万都市で議員が５０人だと

すると、議員１人で市民１万人を代弁しなくてはいけないということになりますね。これに

対して、人口５，０００人の町で議員が仮に１０人だとしても、そうすると、議員１人５０

０人の市民の声を聞く。５００人と１万人というのは雲泥の差ということになるので、圧倒

的に小規模団体の定数といいますか、小規模団体の議員は、相対的に多いということになり

ます。要するに、市民の中から議員になる確率は高いということです。 

そうすると、当然成り手が足りないというのは分かると思うのです。大規模な市議会で成

り手不足が表面化していないのは、人気があるからではなくて、もともと議員の数がやたら

少ないからです。少ないから成り手不足がばれてないという、ただそれだけということにな

ります。 

ただ一方で、大都市部の、あるいは大規模団体の議員は、膨大な人数の市民の声を聞かな

ければならないというのは、結構深刻な問題でありまして、市民からいうと、ほとんど議員

の姿は見えない。町村になりますと、まちをうろうろ歩いていたりすると、議員にばったり
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会うということもありますし、そもそもどこの誰かというのをお互いに分かっているという

場合もありますが、大都市になると、そもそも議員なんか見たことがないという人が大半に

なるわけですね。 

都市部で普通の生活をしていると、議員を見たことがないという人が大半です。市長も見

たことがないのですけれども、取りあえず、広報紙に顔が出ているとか、何かそんなような

ことがある。少なくとも市長の顔は知らなくても、市長は何か仕事をしているということが

分かるのです。ところが議員というのはよく分からないし、顔も分からない。議員のほうか

ら言うと、小学校の卒業式とか、いろんなとこにちゃんと来賓で呼ばれてちゃんと顔を出し

ているのだというふうに思いますが、市民からすれば、名前と顔が一致しません。大都市ま

で行かなくても、普通の市でも、何かよく分からないと。それは圧倒的に身近な存在でない

ということになります。これは人数がもともと少ないからということになります。 

こう言うと、何か世間の常識に全く反するわけでありまして、ただでさえ、例えば５０万

都市で５０人も議員がいる。邪魔だとかというふうに思うわけであります。が、１万人の都

市で議員が１人しかいないというのと一緒でありまして、そもそも１，０００人の町だった

ら議員はゼロというのと一緒であります。大規模自治体の議員数は、本当に少ないというこ

と、あまり多くの日本人は理解していないということです。というのは、どうせ見えないの

だから、ゼロなのですよね、多くの市民からしますと。 

どうせゼロなのものをどんどん減らしたってゼロだと、こんなような感覚になっていると

いうのが実態でありまして、目に見える議員はゼロのくせに、５０万都市で５０人も議員が

いやがる、けしからんというような話になりやすいのは、議員不信の構造ということになり

ます。しかし、議員定数を確保するとどうなるかというと、今度は小規模町村のように、成

り手不足になるということであります。 

そういう意味では、根っこは一緒なのです。成り手不足になるのは、基本的に議員が不信

感を持たれているということになりますし、表面的に成り手不足に見えないのは、あらかじ

め人数をすごく減らしているからなのですが、すごく減らすということは、要するに何もし

ているように見えないということで、不信感を増幅していくということになります。 

成り手不足とか、なりたい人が少ないという状態は非常にまずいわけであります。みんな

がなりたいと思わない職業になってしまうと、要するに、立候補した人はかなりの確率で当

選してしまうということになります。これは問題議員を生みやすい構造にあるということに

なります。なので、成り手不足というのは非常にまずいわけです。どんな集団であろうと、

どんな人であろうと、何となくよく分からない若そうな人が出てきたら、当選してしまう。

後でびっくりというようなことがあったりするわけです。別に若い人が駄目だと言っている

わけではなくて、何か今までの議員と違うような経歴の人がいると、おもしろそうではない

かみたい感じで、当選してしまうのです。選挙期間では、その人が一体どういう人なのかよ
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く分からない。そもそも市民から見ると、議員はよく分からない人ばかりなのですから、よ

く分からない人ばかりの選挙をするといったって、よく分からない選挙になるということで

す。選抜や選択があまり機能しないのです。その上に、倍率が低ければ、なおさら不相応の

人まで議員になってしまう。そうすると、またいろいろ事件を起こして、ますます議員不信

を増幅するということになります。なので、成り手不足というのは、質の低下に、通常はつ

ながるということになります。なので、なりたいという人を増やさなければいけない。 

ただ、なりたいという人を増やすということは、現職の議員からいうと、結構、何といい

ますか、あまり一生懸命やりたくないという気持ちも作用するわけです。周りがみんななり

たくなると、現職議員は落選する可能性が増えるわけです。もちろん中には、こんな仕事を

やりたくてしているわけではなくて、ほかにしてくれる人がいたら、幾らでも譲ってやるぞ

というふうに思っている人は、成り手が出てくるとありがたいと思います。が、そうではな

いとなると、みんなが立候補されたら困るという気もするし、そもそも選挙で成り手が多い

社会というのは、落選した後どうなるのか、ということについて、何も答えがないのです。

つまり本気で生活している人が選挙に出て落選したら、家族もろとも路頭に迷うわけです。

そんなことは、とても普通の人はしてられませんので、したがって、倍率が高いというのは、

それはそれで極めて危険な社会ということになります。 

これは選挙の矛盾です。たくさんのなりたい人がいないと、うまく機能しないのに、いざ

落選したら、後は自己責任、勝手に生活しろというふうな大変投げやりな仕組みなのです。

そんなような選挙に立候補する人というのは、普通はあまり出てこないわけです。よっぽど

世の中のために尽くしたいという人か、あるいは俺の人生はぼろぼろだからどうでもいいや

と思うかですね、２つに１つしかないということになりまして、前者の世の中のために自分

を犠牲にしても尽くしたいという人ばっかりならまだいいのですけれども、そんな人、世の

中は限られていますから、なかなか平均的な市民というものが立候補することはしないとい

うことになります。 

成り手不足になる。成り手不足になった挙げ句に人も少ない。人も少ないから、どうせ真

面目なことしてないだろうと。たまに不祥事があると、なおさら、それ見たことかというよ

うな、こんなような話になってしまうというのが、大変大きな構造として、今、全国の自治

体議会を覆っている、大変大きなどんよりとした動きになっているということになります。 

とにかく、この悪循環を抜け出すためには、まず市民の最初の不信を解いてもらいたいと

いうことになるわけですが、不信を解くためにはどうしたらいいのかというのは、なかなか

難しいわけです。真面目に仕事をすればいいのだと、こういう職人かたぎの考え方もあるの

ですが、残念ながら、今の御時世、アピールしていかなくてはいけないということがありま

す。 

もともと政治家というのは、そんなアピールの嫌いな人ではないとは思います。アピール
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をしなくてはいけないということで、広報していかなくてはいけないということになります

が、別に、ただ広報するだけでも、アイドルとか芸能人ではありませんので、ただ見て楽し

いという話にはなりません。市民が現に期待しているのは、別にエンターテイメントではあ

りません。あるいはアスリートのように、一生懸命頑張って感動を与えてくれるとかという

話を期待しているわけでもないのです。どちらかというと、ちゃんと仕事をしてほしいわけ

ですね。仕事をするためには、要望を聞くということが必要なので、ただ一方的に広報され

ても困る。要するに、市民の意向をちゃんと聞いて、その仕事をして、こういう仕事をしま

したというアピールをするというような広報・広聴の循環、要するに、コミュニケーション

が必要になるということになります。 

芸能人とか、ユーチューブとかで有名になるのは、単に広報です。自分を見せて、おもし

ろいとか、楽しいとか、それでいいということになります。しかし、別にユーチューバーが

何か言ったからといって、問題は、一向に解決しないわけです。いろいろもっともらしい発

言をしたからといって、それを聞いたからといって、何か問題が解決するのかと。一向に解

決しないということになります。なので、議員としては、聞いて解決し、伝えるということ

が必要になる。市民と議員との相互作用、双方向的なコミュニケーションが必要になる。こ

れが市民参画と、通常言われていることでありまして、今回のお題というのは、まさにこれ

をやらないといけないということになります。これは、今必要だということは分かっている

のですけれども、何となくうまく進んでいないというのも実態でありまして、その話を少し

してみたいと思います。 

２ページ目に、市民参画ですね、市民に参加してもらって、コミュニケーションを取って、

ちゃんと仕事につなげて、さらに信頼も回復するというのが、本来の狙いということになり

ます。 

実際、（１）にあります行政部局というのは、市民参画というのをかなり拡大してきてい

るという、こういう傾向があります。 

首長部局が何とか協議会というのを設置するというのは当たり前のことになっていますね。

もちろんかつての審議会は、いわゆる隠れみのと言われていたもので、あまり市民参画はし

ていなかった。昔の審議会とか協議会というのは、自治体の中の有力団体の代表者と学識経

験者と、専門家とか、役所のＯＢと、時に議員、時に幹部行政職員というようなメンバーか

ら構成される古いタイプでありまして、現在でもこういうタイプの審議会というのはありま

す。これ全然市民参画になりませんので、ただやっているだけということになります。 

こういうところに一般市民が参加したとしても、ただ話を聞いているということになりま

す。ただ、話を聞くことも、一種の学習効果がありまして、大体こういう審議会に参画した

市民の方は、非常に「わきまえた」人が多くて、「行政職員の方たちは、こんなに一生懸命

頑張っているということを私は知りませんでした。大変勉強になりました」みたいな話で持
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ち帰る。これは社交辞令でない場合もあるのです。実際、職員の人とか団体は一生懸命して

いる人は多いですから、自分が知らないところでこんなに一生懸命しているのだなという人

を見ると、そこそこ信頼感増えるということが多いです。 

隠れみの審議会で全く市民の声を聞く気はないとしても、一生懸命仕事をしている姿を見

せるだけで、市民の信頼を勝ち得ることがある。こんなにいろいろ考えているのだなと。あ

まりニュースにもならないが、何もしてないのかと思ったら、結構頑張っているのだという

気になるのです。人間、身近な人が頑張っているのを見るというのは非常に大事なことであ

ります。知らないから、どうせお役所仕事しかしていないのだろうみたいな不信感を持って

いた市民に対して、こうしてじわじわと味方を広げるという、こういう作戦を行政は取って

いる。 

さらに近年では、これはただ隠れみの審議会では駄目であって、自主的に本当に市民の意

見を聞こうというふうになっている場合は結構あります。こうなると本当に市民としては、

市民としては、行政側からもこんな事業考えていますとか、こういうデータがありますと示

されて、市民の側からは質問をしたりですね、意見を言ったり、提案をしたりするというよ

うな、本当にコミュニケーションをする。行政職員も、大体の審議会に出てくる人って優秀

な人が多いですから、それなりにいろいろとちゃんと真摯に対応してくれるということにな

ります。 

窓口で、幾ら文句言っても何とも、うんともすんとも言わない職員しか見ていないのは普

通の市民なのですが、この審議会で、なかなかやり手の職員が出てくると、結構柔軟に物を

考えてくれるということになります。 

ただ、これは別に会議に出ている職員が優秀だからというだけではなくて、窓口職員の人

が優秀ではないからという意味ではなくて、立場が違うからです。会議体でいろいろ新しい

アイデアを考えるときは柔軟な余地があるけども、窓口で一々市民と交渉して、やり方変え

られたら、それは確かに困るのです。多くの市民が窓口で普通接しているのは、紙にちゃん

と書けとか、ちゃんと書類持ってこいとか、そういう何かうるさいことしか言わないような、

挙げ句の果てに対応が遅いとか、そういうような印象ばっかり持つわけでありますが、こう

いう会議体に行くと、結構真面目に対応してくれる。 

質問をしたり、資料を教えてくれと言うと、ほいほいと教えてくれるということでも、結

構一生懸命するのだというような気になってくるというのがあります。審議会というのは、

隠れみのであっても結構効果がありますし、ましてや、本当にコミュニケーションするのは、

結構信頼を醸成するのには役に立つ。信頼だけではなくて、本当に意見を聞いてくれている

わけです。 

こういう手をずっと、執行部局は、何十年も、４０年以上、こういうような蓄積をしてい

るわけです。もちろん市長のスタンスによっては、あまり市民の意見を聞かないというタイ
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プもいます。有力団体とか、そういう人とだけ話をつければいいと。あるいはトップダウン

で俺がやるのが正しいとか、いろんな人いますけれども、仮に隠れみのだとしても一生懸命

している。トップダウンで独裁者だからといって、仕事を真面目にしてないというわけでは

ないので、いろんな抵抗がある中で頑張っているのだなというふうに思ってもらえればいい

わけです。なので、結構行政側は信頼を醸成する仕組みというのをつくっています。 

では翻って、議会はそういうことはできるのかというと、これはなかなか難しいです。私

は、堺市議会のことあんまり承知していませんが、堺市議会で市民参加の会議体なんかして

いるのというふうになると、普通はしてないですよね。例えば、首長が条例案を出してきた

ときに、条例案について、では市民参加でそれがまともな政策なのかどうか議論しましょう

なんて話には普通ならないわけです。議会の中で審議するということになります。 

これなかなか難しいところがあります。なぜかという１つの理屈は、議会や議員の強みと

いうのは、市民の声を代表しているという、いわゆる市民代表ですね。これが民主主義的な

意味では、正統性を持っていると。ただ、本当に市民の声を聞いているのですかという正統

性は何によって与えられるのかというと、１つは選挙ということになりますが、選挙で私た

ちは正統性があるというふうに言うだけでは首長には一向に対抗できないと。なぜならば、

首長も選挙されているということがあります。 

つまり仮に選挙というプロセスを経れば、市民の声を聞くのだというふうに言うとするな

らば、首長側と議員側は全く違いはないと。ただ、それでも首長のほうが、全市から選ばれ

ていますので、市民全体の代表だろうと言い出す。議員の場合は、得票が少ないだろうと。

特定の支持者だろうと、あるいは特定の選挙区だろうというふうに言われてしまって、選挙

でも、そもそも市長の正統性に対抗するのは難しいです。だから本当は実質的な市民参加と

いうので、パワーアップしなければいけないわけです。つまり我々は選挙で選ばれただけで

はなくて、日頃から市民の声をばっちり聞いているのだと。だから、首長よりも市民の声を

本当に大事にできているのだというふうに言わないとならないということになるわけです。 

そのときに、（３）に書いてありますが、首長側は、さっき言ったように、市民参画をい

ろいろしてきている。議案を出すときに首長は、「私の思いつきではない」といえることに

なるわけです。幅広い市民の人から市民参画の機会を得て提案したものであるというふうに

言ってくると。 

市民参画のプロセスを経ないで提案してくるものもありますが、大きな事業だったら、大

体何かそういう会議体みたいなものを設けているでしょう。例えば図書館の建て替えとか、

そんな話でも、大体はこういう協議会とか参加の会議を設けて、市民の意見を聞いて出して

くるわけです。市民の意見を聞いて出してきたものだとすると、議会はそれに対抗すること

が、現状においては非常に難しいということになります。 

したがって、これに対抗するためには、議会側が市民参画の会議体を、本当は自分で持っ
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てなければならないということになりますが、なかなかこれが難しいということになります。

大体議会というのは、いろんな議員の集まりでありまして、そもそも中で一枚岩にならない

わけです。中で一枚岩にならない人が市民会議体をつくるというのは、非常に難しいという

ことになります。議員は、市民参画を経たという行政側の提案に対抗するというのが、結構

難しいという状況に追い込まれています。 

また、実態としても、さっきの隠れみの型ではなくて、本当に市民の声を聞く会議体だと

すると、平均的な市民の声がもし吸い上げられてしまったら、議員は手も足も出ないという

ことになります。平均的にまともな案をつくられてしまったら、お手上げです。議会側は、

ただ黙って賛成するしかないということになります。 

市民からしたら、それでいいのではないかと。どうせ議会というのは、市民の声を聞いて

いないのだと。市長が市民の声を聞いてくれればよいのだという、こういう考え方があるの

は、これはまさに議会不信という考え方です。 

はっきり言って、首長側が設置している市民参画の会議体ってそんなにまともなのかと言

われれば、そうではなくて、率直に言って隠れみのであるということもありますし、そうで

なくても、現実に参加する市民というのは、どう考えても平均的市民ではないのです。意識

高い系と、あるいはプロ市民と、あるいは活動している利害関係者、要するに団体代表でし

ょう。あるいは時間の余裕のある人というようなことであります。あまり平均的市民の声を

こういう会議体で代弁するということはできていないということになります。もし議会や議

員が、こういう市民参加の会議体で現れてない市民の声～サイレントマジョリティーという

言い方をしますが～を議員が代弁できているのであれば、こんな市民参加の会議体というの

は、恐るるに足らないということになります。がんがん文句を言っていいということになり

ます。少なくとも心構えとしては、市民参画を経たからといって、議員側はひるむ必要は全

くないということになります。が、ただ、では逆に、本当に議員が平均的市民の声を聞いて

いるのかという、それが結構厄介ということになります。 

３枚目に行って、議会による市民参画は可能なのかということです。もっと言えば、議員

というのは本当に市民を代表しているというふうに、ここでは疎明というふうに言いました

けど、何となく実証できるのかと。厳密に実証しなくてもいいのですけれども、議員の何々

さん、あなたは本当に市民を代表していると言えるのですかと言ったときに、証拠が出せる

のかということですね。結構難しいわけです。行政側は、本当に聞いているのかどうか知り

ませんけど、様々な市民参画会議体を運営して、市民の声を拾うようにしていると、あるい

は市民満足度調査とか、市長への手紙とか、いろんな手練手管を使って、そんなふうに声を

聞いているのですということを実証してくるのですね。 

では、議員側は選挙活動をしているのは分かりますけれども、それ以外に何か代表してい

るのでしょうか。平均的な普通のサイレントマジョリティーの声を聞いているのかというこ
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とを実証できるのかと。これなかなか難しいです。他方で、議員は、サイレントマジョリテ

ィーだけ聞いているのではなくて、本当に一部の困った人の声に真摯に耳を傾けるというこ

とも大事なのです。どっちかというと、意識高い系の人とか団体の人とかの声しか、執行部

側は聞かないのです。執行部側は本当に困っている人の声を聞いていない、あるいは声を出

しにくい人の声を聞いていない、ということが、議会側の攻めどころになります。 

なので、サイレントマジョリティーではなくて、サイレントマイノリティーも大事です。

すごい数が小さい上に、声も小さくて、本当に行政といいますか、市政の光が及ばないとい

う人ですね。こういう声を首長側が拾えてない場合には、議員がちゃんと拾えれば、市民の

声を聞いているということになります。個々の相談でこういう声を拾い上げられれば、議員

側も市民の声を聞いていると。首長側の集めた声は限られているということになります。 

ただ、なかなか立証できてない。もう一つは、サイレントマイノリティーの場合には、そ

れは一部の人の声だろうというふうに、議員の中からも、そんな声は聞いてもしようがない

というような方向に左右する場合もあるのです。我々が聞くべきはサイレントマジョリティ

ーのほうであって、サイレントマイノリティーではないのだという議論もあります。サイレ

ントマイノリティーを聞くということは、要するに、特定の立場に偏っているという話にな

ってしまいます。市民の声を聞いているのではなくて、市民の声をゆがんで聞いているとい

うふうに言われてしまうと、なかなかまた首長側に対抗できないわけです。 

首長は、いろんな声を聞いて、バランスよくしていますというふうに主張しますから、こ

んなふうに困っている人がいるのですというふうなことを幾らすくい上げても、それは市民

の大半ではないだろうとか、困っているには困っているなりの原因があったのだろう、自己

責任だろうみたいな話になってしまうと、なかなか議員は声を幾ら拾い上げても、拾い上げ

たというふうにしてもらえない。むしろ余計な声を聞き過ぎているというふうに言われてし

まうということで、本当に市民の声を聞いているというのをアピールする、それを立証する

ということが大変難しいということになります。 

ただ、市民の声を聞いているとは、なかなか立証ができない。そもそも聞く必要はないの

だと。自分たちは市民の代表なので、選挙で選ばれているのだし、後援会活動とか選挙、日

常の活動でいろんな市民の声を聞いているのだから、それ以上聞く必要ない。何か制度的に

市民参画の会議体やる必要はないのではないかというような議論があるわけです。が、これ

をすると、やはり証明できないですよね。ここら辺は、議員の自縄自縛であります。市民の

声を聞いていると自信があればあるほど、別の仕組みは必要ないだろうという気になるので

す。そうすると、首長側がしている市民参画会議体の市民の声を聞きました、市民の声を聞

いて、私たちは提案をしていますということに対抗できないということになります。 

実際は、首長は選挙で選ばれているから、自分は市民の代表だというふうに自称している

わけであります。本当に自分は市民の代表だと思うのだったら、市民参加なんてやらなくて
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いいのではないかという考え方もあり得ます。 

実際、ポピュリスト首長というのは、こういうタイプなのです。自分は市民の声を直感的

に代弁しているから、市民参加する必要はないと。俺の声が市民の声だというふうに言って

しまうタイプがいるわけです。 

ただ、多くの場合には、市民参加の会議体をつくって聞いているということになりますの

で、市民代表だからといって、市民の声を聞いてはいけないのだということにはならない。

同じように、議員も自分は市民代表だからといって、市民の声を聞く場を設けなくていいの

だという、言わば言い訳を使うことがあるのですが、これは言い訳でしかないということで

す。首長も市民代表だと言っているけれども、市民参加の仕組みはつくっていて、声を聞い

ているということを証明してきている。したがって、議員のほうも、自分は市民代表だから

といっても、聞いているという証明がなかったら、やはり声を聞いてないのではないかとい

うことです。声を聞いているということを証明しなければならない。 

証明するためにはどうしたらいいのかと。その１つの方法が、市民参画の会議体だという

ことになります。もちろん市民参画の会議体を設置して、形だけ整えても、本当に聞いたと

言えるのかという、こういう批判はあり得ます。魂を入れなくてはいけないというのはあり

ます。が、ただ、形だけのものをしても意味がないから、何もやらないといったら、何もや

らないということは、要するに本当に何もしてないということになりますから、それでは一

向に対抗できないということになります。会議体以外に、どんな形で、本当に市民の声を代

弁できていると証明できるのかというのが問われているということになります。 

そこで、４枚目の議会の広報・広聴機能というところです。 

まず１つ目、議事録とか動画配信というのもいろんなところでやるようになっています。

そもそも議会が議事録を作るというのは当たり前ではないかというふうな気もしますけれど

も、実際、長い間、議事録を真面目に作ってないという自治体が結構多いわけです。本会議

は作るけど、委員会は作ってないというのが、結構当たり前だったのです。確かに、議事録

を作ったって、市民の信頼が回復されるとはあまり思えませんが、しかし、議事録すらない

といったら、何もしてないということになるので、やはり証明にはなるのです。あるいは議

事録を作っていても、公開が遅い、これは駄目です。例えば、６月議会で何かやったのに、

一向に議事録はできない。３年後ぐらいにできても、これはないと一緒です。市民は、歴史

研究をしたり、市議会史、歴史をまとめるのではないのです。市民は歴史を期待しているわ

けではないわけです。今現在、一体何しているのだ、何であんな変なものを決めてしまった

のだとかと思ったときに、議事録を見ようと思ったら、議事録はできていませんというよう

なことが多いので、こういうのはまさに不信感を増幅します。 

さらに言えば、現在では議事録はウェブに載っているというのは当たり前ということです。

インターネットで検索できなくては意味がないということです。紙媒体の議事録というのは
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読むのが大変ですし、検索はできませんので、可及的速やかに議事録をウェブにアップする

というのが大前提ということになっています。 

これ結構面倒くさいです。議事録作成、文字起こしは結構大変なので、面倒くさい。その

ときは動画を撮って、それをアップしておくのが一番楽だという気がします。それはそれで

大事です。大事ですが、アップされた議会の議論を延々と聞くほど暇な市民というのはあま

りいませんので、簡便な方法であるけど、あまり効果的ではないということです。 

最近、ＡＩ文字起こしというのがありまして、結構、ＡＩで文字起こしできるようになっ

てきたのです。もちろん変な文字起こししますから、誰かがチェックしないといけないので

すけれども、いずれにせよ議事録というごく基本的なものが、なかなかできていないという

のがあります。 

（２）で、最近は議会報とか、議会便りというのを工夫しようということになりました。

これは分かりやすく、先ほどの議事録がだらだらしているときには、定例会ごとに、こんな

議論しました、こんな採決結果ですとかというのを知らせるのは悪いことではないというこ

とになります。ただ、要約になってしまうのです。こんな質問して、こんな答えがありまし

た。なので、本当の質疑、答弁というのはよく分からない。それから、全ての議員を平等に

扱いますので、散漫な総花的な話がありまして、だから何なのよということになることが多

いわけであります。これ重要だと誰もあまり思わないということです。 

（３）の議会報告会というのが、最近工夫されてきています。議会として審議や議決の結

果を市民に説明するという広報を、言わば対話方式でやろうということになります。この議

会報告会、大変大事だとは思いますけれども、なかなかうまくいかないという場合も多いと

いうことです。 

１つは、問題の①としては、市民にとっての有効性の低さということが指摘されています。

議会報告会は、しばしば決まったことを説明するということになるわけです。決まったこと

を説明されても、聞く意味がないということになります。これは議会便りと一緒なわけです

が、議会はこういう仕事をして、こういうことになりましたという話なのですが、市民にと

って必要なのは、議会の採決結果ではなくて、その結果で、これから補助金がどうなるのか

とか、そっちのほうであります。あるいは結局図書館はどこに建てるわけとか、市役所を移

転するのとか、あるいは保育園を廃止するわけ、しないわけとか、そっちの結論のほうが大

事ですし、仮に廃止するとしたら、一体どうしてくれるのだという、その対策とか、そうい

うことが大事になってくるのです。議会の審議そのものというよりは、市民に必要なサービ

スとして、どうなっているのかに関心があるわけです。なので、そんなことは行政が広報し

たほうがよいということになるので、市民のニーズは、どっちかというと行政側に、結局何

してくれるわけ、何しないわけということになるのです。仮に知りたいとしても、行政のホ

ームページを見れば分かるということになります。 
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あまり意味のない会議に出てもしようがないわけです。市民にとって意味があるのは、ま

だ決まってない問題について、何か言ったら変わるのではないかというときです。これは参

加する意味があるということになります。しばしば議会報告会は、要望の陳情大会ではいけ

ないというような気持ちで運営する場合が多くて、そうなると、要望も聞かないで、ただ決

まったことだけ伝えられるのであれば、そんなものは行政から聞いたほうがよいということ

になりまして、だんだん参加が低調になっていくという傾向にあります。 

参加が低調になりますと、議会報告会やったという外見を整えられないので、しようがな

いから、町内会、自治会に頼み込んで、出席者を動員するということになって、ほとんど本

末転倒になります。単に迷惑というだけになってしまうことも多いわけです。だから、仮に

議会報告会をするのだったら、報告ではなくて、要望を聞く陳情大会にしないとならないと

いうことになります。陳情大会は何が悪いのかという気もしますけれども、なかなかこれは

難しいわけです。 

何で陳情大会が悪いのかということなのですけど、陳情を聞いたからといって、答えられ

るという保証もないというところが議会側の弱みであります。議員の中では、その陳情をよ

しよしと思う人と、そんなわがまま言いやがってと思う人もいろいろいるので、答えようが

ないわけです。陳情大会になって、収拾がつかなくなるというのも困るので、議会報告会と

いうのは、しばしば陳情はしないということになってしまう。陳情しなければしても意味が

ないということになります。 

もう一つ、決まったことを報告するという議会報告会のよくない点は、要は議会全体とし

ての意識を示すということになりますと、非常に不自然なのです。賛成した人と反対した人

がいる案件について、反対した人も議決した内容について、議会として決まったことを説明

しなくてはいけない。というと、心の中は非常にやる気が出ません。自分が反対したものを

説明するわけですからね。 

では、賛成派だけが説明すればいい、みたいな気になりますが、今度は、何で賛成派が宣

伝するのだという話になります。反対した人からいうと、議会報告会しても不愉快だけど、

やらなくても不愉快だということになって、あんまり議会としては健全とは言えないという

ことになります。 

もちろん議会報告会の建前というのは、議員間討議をばっちりして、反対派も賛成派も議

論をし尽くして、これで行こうというふうに、みんながとことん納得したときについて、み

んなが同じように説明できるというような、こんなイメージなのです。けれども、大体多く

の議会で、そんなとことん議論して、みんなそうだよなと納得するのはほとんどない。結構、

全会一致の案件は多いので、実はあまり困らないという見方もあるのですけれども、重要な

問題について賛否が分かれるわけです。重要な問題に関して賛否が分かれたときに、とこと

んやるかというと、普通はどこかで採決してしまうわけです。そうしないと決まらない。決
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めるのも仕事ですからね。そうすると、議会報告会といっても、あまりやる気が出ないなと

いう気になるということになります。 

４つ目は、議会モニターということです。大体市民なんていうのは議会に関心がないわけ

でありますから、無理やりにでもモニターになってもらうと。要するに仕事として議会を見

てくださいということになって、議員も結構真面目に質問しているな、というふうに思って

もらうという、こういう味方をつくるという仕事が大事であります。 

議事録とか御覧になった方というか、議員の方は当然見ていると思いますが、議事録を見

ると、結構真面目に議論しているのです。並の市民よりは、はるかに真っ当な質問をして、

いろいろよく調べている。むしろ、行政側の答弁の方が、何を言っているのか分からないと

いうことのほうが多いのです。けれども、残念ながらあまり市民は暇ではないので、あまり

議会が一生懸命しているというのは関心がないわけです。 

市民が関心を持って議会に押し寄せるときは、大体気に入らない案件を採決しようとか、

進めようとか思っているときですから、そういうときに押しかけていっても、巨大な施設を

建ててしまうとか、そういう議案がかかっているのに、なぜか議員はみんな賛成していると、

けしからんとかという話になります。大体関心を持つときというのは、議会が気に入らない

決定をしそうなときなのですね。気に入らない決定をしそうな議会を見にいったら、気に入

らないに決まっているわけでありまして、ここでは不信感が増えるだけと。何だこの議会は、

というふうな気になるのです。役に立たないという気になるのですが、では、ふだん一生懸

命しているときは、市民からいうと満足する仕事がなされていれば、別に議会に一々関心な

んか持つ必要ないわけです。給食できてよかったなとか、そんな話で終わってしまうわけで

す。例えば、中学校給食を導入するために一生懸命議論して、いい方法を考えるなんてこと

は議会でよくしているわけですが、できてしまったら、ああ、給食はうちのまちもできてよ

かったな、で終わってしまうのです。気に入らない人は文句あるわけです。例えば、何かど

こかに委託したとか、やたら高い給食費だとかというふうに思うと、何でうちのまちはこん

なくだらない給食になっているのかと思って議会に関心を持つと、議会ではまともな質疑も

しないまま、執行部側の、何か高い、まずい、遅いみたいな給食をあっさり可決している、

という気になる。議会に関心を持つというときは、不信感を増幅しやすいということです。 

これ非常に難しいです。関心を持ったら不信が増幅される。関心がなかったら、やはり不

信である。ということで、議会モニターというのは、要するに、関心のない人に、取りあえ

ず、虚心坦懐に見てもらって、仲間にしようという、こういう作戦でこれも大事であります。 

５番目に、いずれにしても議員は市民代表だから、市民の声を聞いているという形を見せ

なくてもいいのだというのは、これは駄目ということになりまして、いかに本当に市民の声

を聞くのかということです。この１つの方法は議場です。議会の場に市民をそのまま連れて

くるという、こういうことが考えられています。これはアメリカなどでは当たり前です。議
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会に市民が出てきて、あれこれ言うと、陳情するわけです。陳情するというのは、むしろ当

たり前。議会というのは、陳情の場だというふうに考えられています。これはアメリカだと、

公聴会というような言い方になる、ヒアリングという言い方になるのです。日本語では、役

所が役所の中で話聞くことをヒアリングと言ったりするわけでありますが、パブリックヒア

リングは、市民が議場にやってきて陳情するという、こういうことになります。 

こうすると、ちゃんと議事録で市民の声をばっちり聞いているという証明ができるわけで

ありますね。参考人とか公聴会とか、あるいは陳情・請願者にしゃべってもらうということ

が、議会として市民参加をしているという最大の証明になるし、実際に議事録にも載ってい

るということになるわけでありますが、これをなかなかやってきていないというのが実態で

あります。これ非常に残念なことです。 

現行制度では十分可能です。十分可能ですが、やろうとしないと。やろうとしなければ、

議員の市民参画の度合いが弱く、市民の声を聞いてないよなという証明にはなるということ

で、自分で自分の首を絞めるというところからです。陳情してきた人にしゃべってもらうの

は非常に大事です。それから、参考人を公聴会という形で、市民に本当にしゃべってもらえ

るような議会というのは非常に大事です。 

ただ、現状では、（２）なのですけれども、議場に行ったって、どうせ聞くだけだろうと

いう気になるわけです。聞くだけだろうというところへしゃべりに行く市民というのは出て

こないわけです。これが不信感の悪循環です。どうせ議場で呼ばれたって、真面目に聞く気

ないだろう。そんなところへしゃべりに行く気にならない市民と、どうせ呼んだって人来な

いよという議会の相互不信のまま、結局、市民は誰も議場ではしゃべろうとしない。したが

って、議会は市民の声を聞いてないということになってしまうということです。ここを突破

するのは、これまた悪循環構造にあるので、非常に難しいのです。議場に行ったからといっ

て、話聞くだけ。聞く力はあるけど、解決する力がないと言われたら、無駄足です。日中の

昼間に市民が出かけていくということは大変なことでありまして、そう考えると、議場の敷

居というのは非常に高いです。しかも、正式の議会の公聴会、参考人招致で言ったって、も

う審議日程が決まっていまして、言わばかみしもをつけた議決にまで持っていかなくてはい

けないときでは、効果がありません。その後に及んで、いろんな意見を聞いて、意見百出し

て、市民の意見はいっぱいあるから、まだ決められませんとなったら、執行部は非常に困り

ますし、執行部ふうの考え方に立つ議員からも困るわけです。なので、粛々と審議してしま

う。ますますそんなところでしゃべる意味がないという気になるのです。陳情・請願であっ

ても、賛否は最初から決まっている。多数派が勝つに決まっているみたいなことになってし

まう。幾ら陳情したって、声は響かないよという気になって、やる気が下がるということに

なります。 

なので、できれば、（３）の意見交換会といいますか、ラフな形が大事です。決まったこ
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とを伝達する議会報告会では駄目です。しかし、かみしもをつけて議場に臨んだからといっ

て、話は進まないということになります。双方向のコミュニケーションというのを取れなけ

ればならないということになります。 

市民との双方向のコミュニケーションは、議員個々人でしていますよという話になると思

うのですけど、個々人でしていると言っている限り、信頼性は増さない。なぜなら、やった

証明がないということになるわけです。できるだけ多くの声を聞いたのだと。聞いているか

ら、首長側の提案する議案は修正すべきなのだと。ここはおかしいのだというふうに言って、

いろいろ証拠を出していかないといけないということになります。 

ただ、意見交換会といっても、何の意見を交換するのかというのは難しいです。さっきあ

った議論と一緒で、議員側にいろんな立場がありますから、議員が何人か入って、市民が何

か話し合っていくと、議員の意見は違うということになるわけですし、結局はどうなのよと

いうことは、議会として考えますという話になってしまうのです。意見言っても無駄だとい

う気になります。 

それから、テーマもないまま意見交換会をしても、何か意見ありませんかとか言っても、

市民として言いたいことがありませんので、言いたいことは思いつきませんので、テーマも

ちゃんと絞っていかなければならないということになります。 

６ページですけれども、結局、議会全体で意見交換をするのは難しいというと、結局、通

常の議員個人の努力に頼るしかないということになるのですけれども、これはどの程度証明

できるのか。自分はどんな声を聞いているのかというのを、これは議員個人のというよりは、

議会として、この人はこういう仕事をしているというふうにアピールしていかないといけな

い。中身はいろいろだと思いますけれども。単に自分で発信していますから、自分で広報紙

配っていますとか、自分の支持者と会合しましたという話になるのですけど、それを公開し

て、こんな努力をしているということを見せていかないといけない。見せた中身ですね、こ

の人は業界団体とばっかり付き合っているという話になると、一般の人からの声を聞いてな

いなというのは分かるので、本人もそうではないところにアンテナを広げようと、こういう

相談があったということで、どんどん増やしていくというインセンティブになりますね。議

員活動の見える化というのも非常に大事なわけです。要するに、毎日、朝から晩まで何をし

ているのかと。特に市民の声をどういうふうに聞いたのか、あるいはどう勉強したのかとい

うのを示していく必要はあります。 

２つ目は、政党です。１人でやるの大変だからグループでやろうというふうに、もともと

できたのが政党ということになります。日本の場合には、政令指定都市なんていうのは、政

党のラベル化は進んでいるのです。けれども、では、政党組織は何か市民の声を吸い上げて

くれるのかな。あんまりそれは期待できませんので、政党の力というのは非常に限られてい

る。 
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３番目は、パブリシティです。最近、非常に重要になっているのが、個人が幾らしても広

まらないので、メディアやネットに注目してもらうということが必要であります。ただ、残

念なことに、ネットもメディアも何かトラブルになったときしか注目してくれない。一番議

員が注目されるのは、不祥事を起こしたときと、それからＳＮＳで炎上発言をしたときとい

うことで、これは大体マイナスの取り上げ方しかされないです。これももともと議員不信か

ら始まっていますので、議員不信に沿うようなものは炎上し、あるいはバズるわけです。だ

けど、議員はまともにしていますということは、あまり流布しないということになるという

ことがあります。ネットやメディアで取り上げてもらう、そうでなかったら市民に伝わらな

い。特に、大都市のように、議員１人で１万人とかの人口をカバーしなくてはならない時に

は、どうしてもネットやメディアの力は必要なのです。しかし、現状ではトラブルになった

ときに問題発言した議員の昔のフェイスブックを見たら、昔もろくでもないことを言ってい

たとか、そういうあら探しに使えるだけです。だから、日頃、アップして、この人、一生懸

命仕事していまして、毎日、今日はどこどこでやりましたとか、フェイスブックとかインス

タグラム、議員が上げていたとして、真面目に見てくれないです。これはなかなか本当につ

らいところがある。 

ということで、「おわりに」ということで、最終的には、やはり市議会としては、市民参

画の会議体をつくっていかなくてはならないとは、本当は思っています。けれども、そのと

きに必要なのは、（２）にあります行政職員のサポートなのです。市民参加をやるためには、

明らかに議員の手弁当というのは難しいです。それをサポートするのは政党だというふうに

言われれば、それまでなのですが、政党の力はないということだし、全政党がサポートして

くれるはずがないということになります。 

そうすると、議会事務局が頑張れという話になりますが、議会事務局は人数が少ないから

忙しい。それから、もう一つは、個々の政策分野について詳しくないということがあります

ので、どうしても執行部の行政職員を含めて市民参加をしていかないとならないということ

になります。ところが行政職員は、自分が市長の部下だというふうに思い込んでいるわけで、

なかなか議会のために仕事をしようとしないという傾向があります。ここは少し意識改革を

していく必要があって、市の職員というのは市の職員であって、市長の部下ではないという

意味です。基本的なことをもう一回理解していただきたいなと。あるいは議員側としても、

行政職員を使うことも躊躇（ちゅうちょ）しないでいただきたいということになります。 

堺市の職員は、堺市のための仕事をしているのであって、堺市の機関として、議会と首長

が重要な機関としてある。決定権を持っているということは間違いないわけでありますが、

その最高決定権の１つを握っている議会に対して、市の職員が全体の奉仕者として仕事をす

るというのは、どうしても必要になる。市民参画をやろうと思ったら、特定のテーマごとに

ちゃんと議会事務局だけではなくて、各部各課の行政職員を使えるようにならないと難しい
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ということがあります。 

ということで、以上、最後のほうは駆け足になりましたけれども、これからの議会・議員

の在り方について、特に広報・広聴、市民参画の観点からお話をさせていただきました。 

どうも御清聴ありがとうございました。（拍手） 

○裏山議長 先生、どうもありがとうございました。 

それでは、本日御講演いただきました内容につきまして、質疑応答、意見交換に入りたい

と思います。 

御質問される際は、必ずお名前をおっしゃっていただいた上で、御質問、御意見は簡潔に

して御発言いただきますようお願いを申し上げます。 

また、オンライン会議という環境でありますので、御発言に際してはゆっくり大きな声で

お願いをいたします。 

それでは、御質問等がある議員は挙手をお願いいたします。 

○長谷川議員 金井先生、御講演ありがとうございました。 

堺大会のときにも大変お世話になりました長谷川俊英でございます。御無沙汰しておりま

す。今日、先生に御講演いただきました議会の在り方については、様々御示唆に富むもので

ございましたが、先生がおっしゃってくださりました、例えば、陳情・請願の意見陳述、本

市議会は相当以前から取り入れてしています。あるいは議会報告会のときには、必ず参加者

と意見交換会というのをするようにしておりまして、その辺りは、先生の御指摘にありまし

たようなことをかなり実践してきているような気がしております。 

ただ、先生も御指摘のように、参加者が年々少なくなっている。実は、私の横に山口議会

運営委員長がいらっしゃるのですが、議会運営委員会の中で協議をして、中学生を対象にし

てやるという議会報告をしてみましたら、３５人、大変たくさんの参加者がいて、意見交換

会もかなり活発な意見交換ができたというふうに思っております。 

中学生は、これだけ関心を持ってくれるのに、どうして一般な関心をですね、その辺は、

今回の議会報告会の教訓、まだ話し合っておりませんですけども、あるような気がします。 

先生のこれまでの御見識から、何かアドバイスをいただけることがありましたら、ぜひと

も一言いただきたいと思っております。以上です。 

○金井講師 ありがとうございます。既に陳情も請願も議場での説明とか、多分報告会の後に

意見交換会を既にしておられるということで、多くの自治体でだんだんそういうふうに進ん

できているということで、よいことだと思います。ただ、やはり議場というのは、非常にか

みしもがついているので、どうしても陳情・請願、ある意味で、採決が分かりきってしまっ

ているということで、なかなか虚心坦懐で、議員の方が平場で聞いてくれないということに

なると、なかなか先に結びつきにくいということがあります。それから、意見交換会は、報

告会の後、年々参加者が減っているというのは、おっしゃるとおりです。では、一体何につ
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ながっているのよということを打ち出していかないといけないので、そこら辺はみんな苦労

しているところだなと思っています。 

そこで、最近、中学生議会の効果、議会の１つの大きな動きになっています。これはどう

いうことというと、はっきり言えば、議員不信がまだ染みついていない人たちに、ばっちり

議員は一生懸命していたぞという姿を見せるというのは非常に大事なことであります。大人

になりますと、もう既に議員不信が染みついてしまっていますので、再教育しても、全然効

果がないということになるのです。若者というターゲットはあるのですけど、ただ、これも

なかなか難しいところで、意識高い系の学生が来るわけですよね、大体。非常に真面目な学

生が来ちゃうわけです。先生の覚えもめでたいような。ただ平均的市民は、そうじゃなくて、

もう少しやさぐれているのが中学生辺りで多いわけで、その声が本当に聞けるのかと。コン

ビニ辺りでうろうろしているとか、駅の前でうろうろしているような、それも含めて市民な

ので、本当に困っているというのは、意識高い系の生徒よりは、そうではない人が多いので、

これまたなかなか難しいです。 

なので、やはり議員というのは、夜回りも含めて、議員が非行少年を補導する必要は全く

ないのすけども、町場を歩く、こういうことも含めて、多分していかないといけないのだと

思うのです。若い人に可能性をかけるというのはあると思うのです。ただ一方で、そんなこ

としていたら、あと５０年もかかってしまうわけですから、やはり大人に見てもらうために

は、やはり具体的に成果が上がるということを結びつけていかなくてはならないのです。や

はり陳情とか採決の話になってしまうと、結論が分かり切ってしまっているわけです。だか

ら、もう少しどうなるか分からないような曖昧なところで、声を聞いて、それが実現してい

くということも見せていかないとなりません。ただ市民参画のふりしているだけなのか、演

技なのだ、俺たち動員されているのだなという空気になってしまったら、だんだん参加者が

減ってしまうということが、議会改革、みんなが苦しんでいるところです。ただ、議会側が

一生懸命やったということをアピールする。本当にそれで変わると、首長側が怒るわけです。

ご自身の手柄にしたいという人が、執行部サイドにいます。議会の不信を回避するためには、

首長も含めて、首長に対する一種の権力奪取が必要です。そのように正面作戦で、ぜひして

いただければなと思います。 

ぜひ奮闘を期待しております。 

○長谷川議員 ありがとうございました。 

○裏山議長 ありがとうございます。 

あと、どなたか。 

○石本議員 石本京子と申します。本当に貴重なお話、ありがとうございました。 

私がお聞きしたいのは、非常に簡単なことなのです。先生のお話の中で、１人の議員が１

万人ぐらいを対象にするというお話があったのですが、市議会の場合、議員の数というのは
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人口に比例して、どのぐらいが望ましいと思われていらっしゃるのでしょうか。 

実は、大阪では、大阪府議会、府議会と市議会で大分違うのですが、議会の議員数は７９

人となりました。８８０万人府民の中で７９人という人数、本当に少ないと思っているので

す。堺市の８２万人で４８人ですね。私はもう少し多くてもいいのではないかなとも思って

いるのです。 

先生の御意見、ぜひお聞かせください。以上です。 

○金井講師 定数の話は非常に難しいのですけれど、堺市だと、要は議員１人当たり２万人ぐ

らいの声を聞かなくてはいけないということになっているのは、非常に大変だというのは間

違いないです。他方で、一方で、やたら増やすと、明らかに欠員ばっかりになる。財政負担

の観点から、報酬を安く抑えるならば、議員定数を増やせるだろうという話になります。し

かし、無報酬や低報酬の議員を幾ら集めても、大した話にならないということなのです。私

はやはり議員の数を増やすというのは、やはり限界があって、市民のなかで話したい人を議

場に来てもらえるという、意味のある意見交換会をどうしてつくっていくのかということに

ならざるを得ないのではないかなというふうに思っています。 

実際、実感として、これは皆さんの実感によるのです。だから、市民のどれだけの顔を知

っているのか。後援会名簿というのがあると思いますけれども、本当のことを言って、どれ

くらいの人をケースワークできているのかということです。例えば、生活保護ケースワーカ

ーで、例えばケース１００件を担当しても、現実には見きれない。学校の担任の先生が４０

人学級でも手回らないぞという話になるわけです。今日、議員の人が、ケースワーカーとか、

学校の担任ほどは人数は必要ないと思います。大体の人は議員に頼らないでも仕事している

わけです。では、実感としてどの程度見きれているのか、いないのか。自分の選挙区の人で、

知らない人どれぐらいいるのというところです。結構どの程度、本当にケースワークできて

いるのか、あるいはコミュニティワークできているのかという観点からいくと、議員の方々

は虚心坦懐に、実際には大して見切れていないかもしれない。でも、これも選挙の手のうち

だから、お互いに言いにくいところあるのでしょう。支援者を抱え込んでいれば、選挙に強

い。実際、選挙に強い人というのは、要するにケースワークしているということなのです。 

投票率が低いということは、要するに、議員はケースワークできてないということですよ

ね。投票にも行かないということですから。これは結構深刻な問題だとは思いますけれども。

ただ、適当な議員定数の数というのは分からない。もともと地方自治法自体が、人口が増え

ても、議員は比例的に増やさなくてもいい、という発想です。町村と同じ人口議員比率で、

東京都議会の議員定数を決めたら、東京都議会に３，０００人になるとか、およそ会議体に

ならないでしょう。そこで、人口に比例せずに、緩やかに議員１人当たりの人口数が増える

ような仕組みになっている。それにしても、思い込みではあるのですが。具体的に議員定数

の数字を言うのは非常に難しいと思いますけれども、堺市議会の皆さんとして、どの程度市
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民を知っているのか、あるいはケースワークできるのか、考えてみて下さい。市民が、救急

車じゃないですけども、何か困ったときに議員に電話かけられる、という人は何人いるのか

ということが、議員がいかに足りてないかということを示すデータだとは思いますけど。 

○石本議員 貴重な御意見、ありがとうございました。 

小学校が、例えば、堺市の北区では１５校あるのですね、その中で、今、北区で９人とい

うところなのです。私は、やはりもう１人、２人は欲しいなというふうに思っています。 

どうもありがとうございました。以上です。 

○裏山議長 ありがとうございました。 

お時間も迫っておりますので、あとお１人とさせていただきます。 

○渕上議員 渕上と申します。今日は貴重なお話をありがとうございました。 

資料にあります議会モニターというものに興味を持ちました。その人選等、アウトプット

の仕方について教えてください。もし、この制度を公式にやるならば、当然、モニターから

一般の市民に対するアウトプットが必要だと思うのですけれども、私が、仮に、これを導入

したと想像しますと、もともと議会ウオッチャーとして来られてた、非常に専門性の高いプ

ロ意識を持った方ばかりがなってしまうとか、あるいは我々議員の特定の支持者がそれに手

を挙げて、非常に主観的な偏った、たとえば、渕上はよく頑張っているぞとか、あるいはあ

いつはあかんとか、主観的なアウトプットをしてしまうかと、そのような問題が懸念される、

私は懸念してしまうのですけども、何かこの辺、バランスのよい人選やアウトプットの仕方

について、他市の事例ですとか、あるいは先生の御提案があれば教えていただけないでしょ

うか。 

○金井講師 ありがとうございます。おっしゃるとおり、議会モニターを普通、やりたい人を

募集しますという言い方になるわけです。しかし、そんなことに真面目に手を挙げる人はた

くさんはおらず、現状では議会モニターもなかなか集まらない。少し関心のある人が手を挙

げてくるという、ないわけではないので、そこそこ運用してみる手はあると思っています。

基本的には、セレクションするほど大体応募がありませんので、そのままモニターになりま

す。おっしゃるとおり、偏った特定の団体が大挙して出てきたら、見れば分かります。特定

の団体がおかしなことをしているとなれば、議会モニターとしては機能してないということ

になり、結果的にはそれは潰れるだけです。これは他の会議体でもそうです。例えば、市民

参加の会議体で特定の団体が何か大挙して押しかけてきたら、これは明らかに市民参加の会

議は崩壊します。これはもう間違いないです。崩壊したら、そういう場合は荒れたといって

潰すしかないわけです。それは参加をする場合というのは、起き得るものだと考えたほうが

いい。それを真面目に、何か事前に、この人はまともな人かどうかなんてチェックし始めた

ら、それこそ議会側が勝手に選んでいるという話になってしまって、ますます、議会不信の

墓穴を掘ります。リスクは負わざるを得ないです。 
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公募を最初にはじめるときには、全員というわけにもなかなかいかなくて、少しだけとい

うところで、そこから次第に増えていくものです。大規模、例えば、１００人規模で誰でも

参加できる市民参加をやるところというのは、ある程度、市民参加の伝統があるのです。変

なやつが来たら、ほかの人が、あいつ、おかしいぞというふうに、市民の中から言ってもら

えるような状況になって初めて大量参加自由公募ができるのです。堺市の現状では、いきな

り議員モニターで大々的に行うのは難しいでしょう。 

議員モニターも、ボランティアの場合もあれば、些少お支払いするという場合もあると思

いますけれども、そういう人にお金払っているのだったら、ちゃんと成果物を出させるべき

というのは、当然の話になります。あまりそれやり過ぎると、意識高い系の人しか参加しな

い。これまたモニターやった意味がない。議員モニターは、お酒とか商品のモニターと同じ

です。１年間飲んでもらいます、その程度の軽い気持ちでやらないと、これまた本当に、セ

ミプロみたいな人の話を聞いたってしようがないわけです。もともとそんなの分かっている

ということで、これはなかなか具体例は難しいのですけど、してみて、うまくいかなかった

らやめるしかないということなのです。ただ、比較的、何となく関心と時間がある市民は、

いたりするものです。普通にして、応募はたくさんは来ません。来ませんが、来たら来たで、

それはそれとして、少し何か心に余裕を持ってしてみる。役人だとすぐ、多すぎても少なす

ぎても、どうするのだとかということを言いますが、議員はそこら辺もう少し柔軟にやれる

でしょう。市民にもいろんな人がいるし、そうじゃない、サイレントな人が来てもらえるよ

うにどうするのかというのをぜひやる。 

もう一つは、本当は無作為抽出でやる。さっき言ったような無作為抽出で、あなた、モニ

ターに選ばれましたといっても、今だと、それフィッシング（詐欺）だと思われます。堺市

議会をかたった変なメールが来ていますとかという話題になる可能性もあるのです。ともあ

れ、モニターの無作為抽出をして市民を当てても、最後は手挙げてくれる人じゃないと、や

りません。大半の人は不信感を持っています。まずフィッシングとか詐欺に決まっていると

か、変な商法に決まっているとかと、まず勘違いして来ないし、そもそも議会なんかに興味

ないということで、無作為にやったって、ほとんど集まりません。組織的な横暴を避けるた

めには、そういう無作為抽出の手はありますが、これはやった割には効果がないです。みん

なにばらまいて、市の広報とかにありますよね、何とか委員、募集します、公募委員、募集

しますなんてしていますけど、大抵来ないのですよね。でも、そういうやる手はあります。 

それから、先ほど言いました、どこかの大学のゼミか何かでしてもらえれば、それは一応

学生だから真面目にやると思います。けれども、その声が平均的な声なのかと言われると、

全然平均的ではないと思うので、あまり声は当てになりません。ともあれ、真面目にやろう

と思ったら、どこかのゼミの学生に議会傍聴してもらうとか、そういう手はあります。が、

あまり参考になる意見にはなりません。偏った意見になりますので。こういう感じだと思い
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ます。 

○渕上議員 ありがとうございました。 

○裏山議長 ありがとうございました。 

御質問、御意見、まだあろうかと思いますけれども、予定の時間が参っておりますので、

この辺りで終わらせていただきたいと思います。 

どうもありがとうございました。（拍手） 

それでは、ここで上村副議長より一言御挨拶を申し上げます。 

○上村副議長 それでは、講演終了に当たり、一言御礼を申し上げます。 

金井利之先生におかれましては、長時間、貴重な御講演いただきまして誠にありがとうご

ざいました。我々議員一同、本日拝聴させていただきました御講演の内容を十分に生かし、

広報・広聴、また市民参画の視点から、議会・議員の在り方について議論を深め、本市議会

のさらなる発展に努めていく所存です。 

本日は、どうもありがとうございました。 

○裏山議長 金井先生、どうも大変にありがとうございました。 

議員の皆様もお疲れさまでございました。本来ですと、先ほど、初めに申し上げたとおり、

内閣府の動画を御視聴いただく予定でございましたが、時間がなくなってまいりましたので、

動画につきましては、各自で御視聴いただくこととしたいと思います。後ほど、事務局より、

チャットで動画のリンクを御案内しますので、そのリンクから入っていただいて御視聴いた

だければと思います。お時間のあるときに御視聴ください。 

それでは、これをもちまして、本日の議員研修会を終了したいと思います。大変にありが

とうございました。お疲れさまでございました。（拍手） 

○午前１１時４７分閉会 

 

 

 


